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平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道行政組織規則の一部を改正する規則
北海道行政組織規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
目次中「第２款 道立精神科病院（第 条 第 条）」を

「第２款 道立精神科病院（第 条 第 条）
に、

第２款の２ 子ども総合医療・療育センター（第 条の２ 第 条の４）」
「第８款 小児総合保健センター（第 条 第 条）」を「第８款 削除」に改める。
第７条第２項保健福祉部道立病院管理局の事項中「及び精神科病院」を「、精神科病院及
び子ども総合医療・療育センター」に改める。
第 条の３障害者保健福祉課の事項第８号中「小児総合保健センター、」を削り、「肢体
不自由児施設」の次に「（第３章第５節第 款第１目に規定する肢体不自由児施設をいう。
第 条の４を除き、以下同じ。）」を加える。
第３章第５節第２款の次に次の１款を加える。

第２款の２ 子ども総合医療・療育センター
（名称及び位置）
第 条の２ 北海道病院事業条例により設置された子ども総合医療・療育センターの名称及
び位置は、次のとおりである。
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（所掌事務）
第 条の３ 子ども総合医療・療育センターは、次の事務を所掌する。

疾病を有する小児及び周産期にある母子に係る診療及び看護を行うこと。
上肢、下肢又は体幹の機能の不自由な小児を治療するとともに、独立自活に必要な知

名 称 位 置

北海道立子ども総合医療・療育センター 札 幌 市
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識及び技能を与えること。
小児及び周産期にある母子に係る健康相談及び保健衛生指導を行うこと。
小児医学、周産期医学及び療育に関する調査及び研究を行うこと。
その他設置の目的を達成するために必要な事業

（内部組織及び分掌事務）
第 条の４ 子ども総合医療・療育センターに企画総務課、内科部、外科部、検査部、手術
部、放射線部、総合発達支援センター、特定機能周産期母子医療センター、循環器病セン
ター、相談支援室、医療安全推進室及び看護部を置き、次の事務を分掌させる。
企画総務課

子ども総合医療・療育センター業務一般の企画及び総合調整に関すること。
庶務に関すること。
財務に関すること。
診療の受付け及び患者の入退院に関すること。
医療統計に関すること。
その他医療事務に関すること。

内科部及び外科部
患者の診療及び救護に関すること（総合発達支援センター、特定機能周産期母子医
療センター及び循環器病センターの主管に属するものを除く。）。
保健指導に関すること（特定機能周産期母子医療センター及び循環器病センターの
主管に属するものを除く。）。
診療諸室の管理に関すること（総合発達支援センター、特定機能周産期母子医療セ
ンター及び循環器病センターの主管に属するものを除く。）。
診療に係る諸記録の整理及び保管に関すること（総合発達支援センター、特定機能
周産期母子医療センター及び循環器病センターの主管に属するものを除く。）。

検査部
患者の診療に係る諸検査に関すること。
病理解剖に関すること。
検査諸室の管理に関すること。
検査記録の整理及び保管に関すること。

手術部
手術に関すること。
手術諸室の管理に関すること。
手術記録の整理及び保管に関すること。
医療材料の整備、滅菌、消毒及び受払に関すること。
医療材料諸室の管理に関すること。

医療材料に係る諸記録の整理及び保管に関すること。
放射線部

放射性同位元素の使用管理に関すること。
放射線の障害防止に関すること。
放射線療法に係る諸記録の整理及び保管に関すること。
放射線透視及び写真撮影に関すること。
放射線による治療及び検査に関すること。
磁気共鳴装置による検査に関すること。
放射線諸室の管理に関すること。
放射線及び磁気共鳴装置に係る諸記録の整理及び保管に関すること。

総合発達支援センター
肢体不自由児の診療に関すること。
理学療法に関すること。
作業療法に関すること。
機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、
指導その他の援助に関すること。
両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査に関すること。
総合発達支援センターの診療諸室及び訓練諸室の管理に関すること。
総合発達支援センターの診療及び訓練に係る諸記録の整理及び保管に関すること。

特定機能周産期母子医療センター
周産期にある母子の診療及び救護に関すること。
周産期にある母子の保健指導に関すること。
特定機能周産期母子医療センターの診療諸室の管理に関すること。
特定機能周産期母子医療センターの診療に係る諸記録の整理及び保管に関すること。

循環器病センター
循環器病に係る診療及び救護に関すること。
循環器病に係る保健指導に関すること。
循環器病センターの診療諸室の管理に関すること。
循環器病センターの診療に係る諸記録の整理及び保管に関すること。

相談支援室
相談・支援に関すること。
医療及び療育に係る職員の研修に関すること。

医療安全推進室
子ども総合医療・療育センターにおける医療事故の防止及び医療の安全の推進に関す
ること。
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看護部
看護及び診療補助に関すること。
看護職員の勤務配置に関すること。
看護職員の管理に関すること。
看護学生の教育及び実習指導に関すること。
病室に関すること。
患者の生活指導に関すること。

２ 相談支援室に相談支援課を置き、次の事務を分掌させる。
各種保険給付の取扱いに関すること。
医療社会事業に関すること。
北海道病院事業条例第２条の２に規定する肢体不自由児施設に係る入退院に関する
こと。
前号の肢体不自由児施設に関すること。
第３号の肢体不自由児施設に係る入院児の職業訓練及び職業指導に関すること。
その他肢体不自由児の更生指導に関すること。
関係機関との連絡及び連携に関すること。
在宅生活支援に関すること。
医療及び療育に係る職員の研修に関すること。

第 条第１項中「、健康科学部」の次に「、食品薬品部」を加える。
第３章第５節第８款を次のように改める。

第８款 削除
第 条から第 条まで 削除
第 条の表北海道立札幌肢体不自由児総合療育センターの項を削る。
第 条中「肢体不自由児施設」を「旭川肢体不自由児総合療育センター」に改める。
第 条第１項中「肢体不自由児施設」を「旭川肢体不自由児総合療育センター」に、
「医務課」を「医療課」に改め、同条第２項を削る。
第 条第３項を削る。
別表第８その２の表保健福祉部道立病院管理局の項中「及び精神科病院」を「、精神科病

院及び子ども総合医療・療育センター」に改める。
別表第 の の表出先機関の項中「、小児総合保健センター」を削り、同表中

「

「

「

道立病院
道立精神科
病院
子ども総合
医療・療育

乳児院
肢体不自由
児施設 肢体不自由

児施設
医長

精神保健福
祉センター
道立病院
道立精神科
病院
看護学院
診療所

」

を
センター
診療所
看護学院
精神保健福
祉センター
肢体不自由
児施設
乳児院

」

に、
道立病院
小児総合保
健センター
道立精神科
病院

薬局長

」

を

「

」

に、

道立病院
道立精神科
病院
子ども総合
医療・療育
センター
肢体不自由
児施設

医長

薬局長

「

」

を

肢体不自由
児施設
道立病院
小児総合保
健センター
道立精神科
病院

総看護師長 上司の命を受け、看護師を指揮して看護業
務を処理する。

「

」

に改める。

道立病院
道立精神科
病院
肢体不自由
児施設

総看護師長 上司の命を受け、看護師を指揮して看護業
務を処理する。

子ども総合
医療・療育
センターに
置 く セ ン
ター

センター長 上司の命を受け、センターの事務を掌理し、
所属の職員を指揮監督する。

別表第 の の表中

「

を
「

に、
土木現業所
小児総合保健 土木現業所
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センター
」

」

「

」

を
石狩保健福祉
事務所の児童
相談部

副部長 部長を補佐し、部の事務を整理する。

「

」

に、

子ども総合医
療・療育セン
ター

小児医療監

療育監

子ども総合医
療・療育セン
ターの看護部

副看護部長 部長を補佐し、部の事務を整理する。

石狩保健福祉
事務所の児童
相談部

副部長 部長を補佐し、部の事務を整理する。

「

」
を衛生学院の課 課長補佐 課長を補佐し、課の事務を整理する。

「

」

に、

衛生学院の課 課長補佐 課長を補佐し、課の事務を整理する。

子ども総合医
療・療育セン
ターの相談支
援課

企画主幹 上司の命を受け、相談支援業務に関する特定
の事務に従事する。

「

」
を森づくりセン

ターの管理課
主幹 上司の命を受け、森林の総合利用の推進に関

する事務に従事する。

「

に、

子ども総合医
療・療育セン
ターの医療安
全推進室

主幹 上司の命を受け、医療安全に関する特定の事
務に従事する。

子ども総合医
療・療育セン
ターの企画総
務課

上司の命を受け、医療管理に関する特定の事
務に従事する。

森づくりセン 主幹 上司の命を受け、森林の総合利用の推進に関

ターの管理課 する事務に従事する。
」

「
肢体不自由
児施設の課
小児総合保
健センター
の部の課
心身障害者
総合相談所
の課
精神保健福
祉センター
の部
道立病院
道立病院の
課
道立精神科
病院の課
衛生学院の
課
児童自立支
援施設の課

」

を

「
道立病院
道立病院の
課
道立精神科
病院の課
子ども総合
医療・療育
センター
子ども総合
医療・療育
センターの
部、室、課
及び室の課
衛生学院の
課
心身障害者
総合相談所
の課
精神保健福
祉センター
の部
肢体不自由
児施設の課
児童自立支
援施設の課

」

に、

「

」

を

小 児
総 合
保 健
セ ン
ター

放 射
線 科
部

検 査
部

」

に、

「

」

を

「

」

に、

道立病院
道立精神科病
院
子ども総合医
療・療育セン
ターの看護部
肢体不自由児
施設

「
子ど
も総
合医
療・
療育
セン
ター

検 査
部

肢体不自由児
施設
小児総合保健
センター
道立病院
道立精神科病
院

手 術
部

放 射
線 部

「

」
を小児総合保健

センター
栄養科長 上司の命を受け、担任の栄養指導業務に従事

する。
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附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）

２ 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる出先機関の内部組織の職員である者は、
別に発令をされない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる出先機関の内部組
織の相当の職員となるものとする。

「

」

に改める。
子ども総合医
療・療育セン
ターの看護部

副看護師長 看護師長を補佐し、担任の看護業務を整理す
る。

小児総合保健センター 子ども総合医療・療育センター

小児総合保健センター総務部総務課 子ども総合医療・療育センター企画総務課

小児総合保健センター総務部医事課 子ども総合医療・療育センター企画総務課

小児総合保健センター総務部相談室 子ども総合医療・療育センター相談支援室
相談支援課

小児総合保健センター内科部 子ども総合医療・療育センター内科部

小児総合保健センター外科部 子ども総合医療・療育センター外科部

小児総合保健センター手術部 子ども総合医療・療育センター手術部

小児総合保健センター検査部 子ども総合医療・療育センター検査部

小児総合保健センター放射線科部 子ども総合医療・療育センター放射線部

札幌肢体不自由児総合療育センター 子ども総合医療・療育センター

札幌肢体不自由児総合療育センター庶務課
（給食係の職員である者を除く。）

子ども総合医療・療育センター企画総務課

札幌肢体不自由児総合療育センター指導課 子ども総合医療・療育センター相談支援室
相談支援課

札幌肢体不自由児総合療育センター医療課
（放射線係の職員である者に限る。）

子ども総合医療・療育センター放射線部

札幌肢体不自由児総合療育センター訓練課 子ども総合医療・療育センター総合発達支
援センター

札幌肢体不自由児総合療育センター整形外
科部

子ども総合医療・療育センター総合発達支
援センター

札幌肢体不自由児総合療育センター小児科
部

子ども総合医療・療育センター総合発達支
援センター

札幌肢体不自由児総合療育センター麻酔部 子ども総合医療・療育センター手術部

３ 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に発令をされ
ないものは、引き続き当該右欄の職を命ぜられるものとする。

小児総合保健センター総務部相談室相談係
長

子ども総合医療・療育センター相談支援室
相談支援課相談支援係長

小児総合保健センター看護師長 子ども総合医療・療育センター看護部看護
師長

札幌肢体不自由児総合療育センター指導課
指導係長

子ども総合医療・療育センター相談支援室
相談支援課指導係長

札幌肢体不自由児総合療育センター指導課
保育係長

子ども総合医療・療育センター相談支援室
相談支援課保育係長

札幌肢体不自由児総合療育センター訓練課
理学療法係長

子ども総合医療・療育センター総合発達支
援センター訓練課理学療法係長

札幌肢体不自由児総合療育センター訓練課
作業療法係長

子ども総合医療・療育センター総合発達支
援センター訓練課作業療法係長

札幌肢体不自由児総合療育センター訓練課
言語療法係長

子ども総合医療・療育センター総合発達支
援センター訓練課言語療法係長

札幌肢体不自由児総合療育センター看護師
長

子ども総合医療・療育センター看護部看護
師長

北海道病院事業条例の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道病院事業条例の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則
（北海道立肢体不自由児総合療育センター付設母子入院施設入院規則の一部改正）
第１条 北海道立肢体不自由児総合療育センター付設母子入院施設入院規則（昭和 年北海
道規則第 号）の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
母子入院の入院手続等に関する規則

第１条中「北海道立札幌肢体不自由児総合療育センター又は」及び「（以下「母子入院
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施設」という。）」を削り、「者」の次に「又は北海道病院事業条例（昭和 年北海道条
例第 号）第２条の２第２項の規定により北海道立子ども総合医療・療育センターの肢体
不自由児施設に入院しようとする者（以下これらを「母子入院事業利用者」という。）」
を加える。
第２条中「北海道立札幌肢体不自由児総合療育センター院長又は」を削り、「北海道立
旭川肢体不自由児総合療育センター院長」の次に「又は北海道立子ども総合医療・療育セ
ンター長」を加え、「「院長」を「「院長等」に改める。
第４条第１項中「母子入院施設を利用する」を「母子入院事業利用者のうち」に改める。
第５条の見出しを「（院長等への委任）」に改め、同条中「母子入院施設の管理規程そ
の他」を「肢体不自由児及びその介護者を入院させ、障害の回復訓練及び生活指導の方法
を修得させる事業に関し」に、「院長」を「院長等」に改める。
別記第１号様式を次のように改める。
別記第１号様式（第１条関係）

入 院 申 込 書
年 月 日

児童相談所長 様
申 込 者 住所
（介護者） 氏名

北海道立
旭川肢体不自由児総合療育センター

の母子入院事業を次の児童とともに利用
子ども総合医療・療育センター

したいので、世帯調書を添えて申し込みます。
記

児 童 氏 名
（北海道立児童福祉施設条例施行規則の一部改正）

第２条 北海道立児童福祉施設条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよ
うに改正する。
第２条第１項中「北海道立札幌肢体不自由児総合療育センター又は」を削り、「総称す
る」を「いう」に改める。
（北海道病院事業条例施行規則の一部改正）

第３条 北海道病院事業条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改
正する。
第１条の次に次の１条を加える。
（入所対 者）
第１条の２ 条例第２条の２第１項の肢体不自由児施設（以下「肢体不自由児施設」とい
う。）において児童福祉法（昭和 年法律第 号）第７条第６項に規定する肢体不自

由児施設支援（以下「肢体不自由児施設支援」という。）を受けることができる者は、
同項に規定する肢体不自由のある児童であってその保護者が当該児童に係る同法第 条
の３第２項の規定による障害児施設給付費を支給する旨の決定を受けているもの（当該
決定に係る同条第４項の期間の範囲内において肢体不自由児施設支援を受ける者に限
る。）とする。
２ 肢体不自由児施設において障害者自立支援法（平成 年法律第 号）第５条第８項
に規定する短期入所（以下「短期入所」という。）を受けることができる者は、児童福
祉法第４条第２項に規定する障害児であってその保護者が当該障害児に係る障害者自立
支援法第 条第１項の規定による介護給付費を支給する旨の決定を受けているもの（当
該決定に係る同法第 条第４項に規定する支給量及び同法第 条に規定する支給決定の
有効期間の範囲内において短期入所を受けるものに限る。）とする。
第６条第１項中「第４条第４項」を「第４条第６項」に改める。
第７条中「、患者」の次に「及び肢体不自由児施設において肢体不自由児施設支援又は
短期入所を受ける者（以下「肢体不自由児施設利用者」という。）」を加え、「入院患者
に」を「入院患者及び肢体不自由児施設利用者に」に改め、同条ただし書中「退院」の次
に「及び肢体不自由児施設利用者の退所」を加える。
第９条の次に次の１条を加える。
（費用）
第 条 肢体不自由児施設利用者からは、児童福祉法第 条の２第１項又は障害者自立支
援法第 条第１項に規定する特定費用に相当する実費を徴収することができる。
（北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正）
第４条 北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和 年北海道規則第 号）の
一部を次のように改正する。
第２条第２号中「及び第２款に規定する道立病院及び道立精神科病院」を「に規定する
道立病院、同節第２款に規定する道立精神科病院及び同節第２款の２に規定する子ども総
合医療・療育センター」に改める。
第４条第２項第２号中「庶務課長」の次に「（子ども総合医療・療育センターにあって
は、企画総務課長）」を加える。
第 条中「起案責任者（決裁権者の直近下位の職（決裁権者を補佐する職を除く。）に
ある者をいう。）」を「参事（参事が決裁権者の場合にあっては、参事が指定する主
幹）」に改める。
（北海道立小児総合保健センター条例施行規則の廃止）
第５条 北海道立小児総合保健センター条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）は、廃
止する。
附 則
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この規則は、平成 年９月１日から施行する。

北海道財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道財務規則の一部を改正する規則
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。

別表第１中
「各 看 護 学 院

を
小 児 総 合 保 健 セ ン タ ー」

「各 看 護 学 院」に、
「各肢体不自由児総合療育センター」を
「旭川肢体不自由児総合療育センター」に改める。
第 号様式その３（裏面）《注意事項》４を次のように改める。
４ この支払通知書により現金を受け取るときは、受取人又はその代理人であることを証す
る書面（運転免許証、健康保険証等）を持参してください。
第 号様式第４葉（裏面）《注意事項》２の を次のように改める。

この支払通知書により現金を受け取るときは、受取人又はその代理人であることを証
する書面（運転免許証、健康保険証等）を持参してください。
附 則

１ この規則は、平成 年９月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道財務規則の規定に基づいて作成
されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道財務規則の規定に
かかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

訓 令

北海道訓令第 号

本 庁
出 先 機 関

北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

北海道事務決裁規程（昭和 年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。

別表第４の保健福祉事務所の事項第 項中第 号を第 号とし、第１号から第 号までを
２号ずつ繰り下げ、同項に第１号及び第２号として次の２号を加える。

第 条第１項の規定に基づき、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護
者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは
提示を命じ、又は職員に質問させること。
第 条第２項の規定に基づき、自立支援給付対 サービス等を行った者又はこれら

を使用した者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又
は職員に質問させること。

別表第６の小児総合保健センター所長の決裁事項の項を次のように改める。
子ども総合医療・ 事務長 企画総務課長
療育センター長の
決裁事項
附 則

この訓令は、平成 年９月１日から施行する。

北海道訓令第 号
本 庁
出 先 機 関

北海道職員被服貸付規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員被服貸付規程の一部を改正する訓令

北海道職員被服貸付規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
別表中「（小児総合保健センターに勤務する者を除く。）」を削り、「肢体不自由児総合療

育センター、」を「旭川肢体不自由児総合療育センター、」に、「、診療所及び小児総合保健
センター」を「及び診療所」に、「肢体不自由児総合療育センターに」を「旭川肢体不自由
児総合療育センター並びに子ども総合医療・療育センターの医療母子病棟及び生活支援病棟
に」に、
「

」

を

電 気 技 能 員 作業衣（上下）
布 靴

２
１

１
２

言語療法、心理判定
及び視能訓練の業務
に従事する者

白衣（上下）又は
白 衣 ２ １

「

」

に改
言語療法、心理判定
及び視能訓練の業務
に従事する者

白衣（上下）又は
白 衣 ２ １
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める。
附 則

１ この訓令は、平成 年９月１日から施行する。
２ この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北海道職員被服貸付規程の規定に基づ
いて貸付されている被服は、この訓令による改正後の北海道職員被服貸付規程の規定に基
づいて貸付されたものとみなす。

告 示

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量（１台分に係る１月当たりの単価）
ア パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台
イ パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ６台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年 月１日から平成 年 月 日まで。ただし、予算の範

囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟５階９号会議室

（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西
７丁目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年９月 日（水）午前 時（送付による場合は、平成 年
９月 日（火）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名称及び数量 パーソナルコンピュータの売買 台
イ 予 定 時 期 平成 年 月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年１月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格（１台分に係る１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１台分に係る１月
当たりの単価）をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ 入札参加申込書の提出

提 出 期 限 平成 年９月 日（木）午後５時（送付による場合は、平成 年
９月 日（水）必着）

提 出 場 所 ３に同じ。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１台分に係る１月当たり
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の契約金額の 分の に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．
．

．

．

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータ 台
イ パーソナルコンピュータ 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年 月９日
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟５階９号会議室

（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西
７丁目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年９月 日（水）午前 時（送付による場合は、平成 年
９月 日（火）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名称及び数量 パーソナルコンピュータの売買 台
イ 予 定 時 期 平成 年 月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年１月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ 入札参加申込書の提出
提 出 期 限 平成 年９月 日（木）午後５時（送付による場合は、平成 年

９月 日（水）必着）
提 出 場 所 ３に同じ。
そ の 他
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平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ
る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．
．

．

．

北海道告示第 号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第１項の規定に
より猟区の設定を認可したので、同法第 条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成 年８月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 猟区の名称 西興部村猟区
２ 猟区の区域 西興部村全域
３ 存 続 期 間 平成 年 月１日から平成 年９月 日まで
４ 設定者の名称 特定非営利活動法人西興部村猟区管理協会 会長 大澤 安廣
５ 事務所の位置 北海道紋別郡西興部村字西興部 番地
６ 入猟承認料 １人１回（２日間）につき 円

北海道告示第 号

北海道青少年健全育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第 条第１項第３号の規定によ
り、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

図書類
の種別

図書コード等又は
日本ビデオ倫理協
会審査番号等

図 書 類 の 名 称 発 行 所、 制 作 所、
受 審 会 社 等

雑 誌 バンディッツ ９月号 年９月１日発行 ミリオン出版株式会社
同 漫画 ばんがいち ９月号 年９月 日発行 株式会社 コアマガジン
同 メンズヤング ９月号 年８月 日発行 株式会社 双 葉 社
同 ９ 月刊 ビタマン ９月号 年９月１日発行 株式会社 竹 書 房
同 ふたりエッチ アウトドア 編 株式会社 白 泉 社

年７月 日発行
同 劇画 マッドマックス １ 株式会社 コアマガジン

年９月１日発行
同 ８月号 年８月１日発行 株式会社 ジーオーティー
同 マガジン・ウォー・ゼット ９月号 株式会社マガジンマガジン

年９月１日発行
同 バグバグ ９月号 年９月１日発行 株式会社 サ ン 出 版
同 レディースコミック・タブー ９月号 三 和 出 版 株 式 会 社

年９月１日発行
同 コミックアムール ９月号 年９月１日発行 株式会社 サ ン 出 版

指定の理由 著しく粗 性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少
年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道病院事業会計に係る出納取扱金融機関及び収納取扱
金融機関の名称及び位置並びにこれらの店舗において取り扱わせる事務の範囲）の一部を次
のように改正し、平成 年９月１日から施行する。

平成 年８月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１出納取扱金融機関の表株式会社北洋銀行の項中「苫小牧北支店 収納及び道立苫小牧
の支払

病院
」の次に

「星 置 支 店 収納及び道立子ども総合
医療・療育センターの支払」を加える。

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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１ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内 の１（次の図に示す部分に限
る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振支庁産業振興部林務課及び厚真町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 空知郡南富良野町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課及び南富良野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
空知郡上富良野町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）、名寄市・上富良野町（以上１市１町について
次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 水源のかん養

変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
名寄市（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林 名寄市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、名

寄市（次の図に示す部分に限る。）の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
名寄市（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
川上郡標茶町・阿寒郡鶴居村（以上１町１村につい

て次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
鶴居村（次の図に示す部分に限る。）、標茶町
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに名寄市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）
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支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第８号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年８月 日

北海道石狩支庁長 日 野 健 一
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 調達をする物品等の名称

液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液） １ 当たりの単価
粒状凍結防止剤（塩化カルシウム） １ 当たりの単価
粒状凍結防止剤（混合塩化物） １ 当たりの単価
滑り止め材（千歳出張所）
砂箱用（３ 袋） １ 当たりの単価
散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ） １ 当たりの単価
滑り止め材（岩見沢出張所）砂箱用（３ 袋） １ 当たりの単価
滑り止め材（滝川出張所）
砂箱用（３ 袋） １ 当たりの単価
散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ） １ 当たりの単価
滑り止め材（深川出張所）散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ）

１ 当たりの単価
滑り止め材（当別出張所）砂箱用（３ 袋） １ 当たりの単価

滑り止め材（長沼出張所）
砂箱用（３ 袋） １ 当たりの単価
散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ） １ 当たりの単価

から まで、それぞれの入札とする。
イ 数量（調達予定数量）

液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液）
粒状凍結防止剤（塩化カルシウム）
粒状凍結防止剤（混合塩化物）
滑り止め材（千歳出張所）
砂箱用（３ 袋）
散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ）
滑り止め材（岩見沢出張所）砂箱用（３ 袋）
滑り止め材（滝川出張所）
砂箱用（３ 袋）
散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ）
滑り止め材（深川出張所）散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ）

滑り止め材（当別出張所）砂箱用（３ 袋）
滑り止め材（長沼出張所）
砂箱用（３ 袋）
散布用（バラ及び１ フレキシブルコンテナ）

調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年 月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所
ア 札幌土木現業所千歳出張所、岩見沢出張所、滝川出張所、深川出張所、当別出張所
及び長沼出張所の指定する場所
イ 札幌土木現業所岩見沢出張所、滝川出張所、当別出張所及び長沼出張所の指定する
場所
ウ 札幌土木現業所千歳出張所、岩見沢出張所、滝川出張所、深川出張所及び長沼出張
所の指定する場所
エ 札幌土木現業所千歳出張所の指定する場所
オ 札幌土木現業所岩見沢出張所の指定する場所
カ 札幌土木現業所滝川出張所の指定する場所
キ 札幌土木現業所深川出張所の指定する場所
ク 札幌土木現業所当別出張所の指定する場所

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 江差木古内線 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱 番１地先から 平成
北海道函館土木現業所 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱国有林 林班に小班地先まで
道道 島牧美利河線 島牧郡島牧村字泊 番３地先から 同
北海道小 土木現業所 島牧郡島牧村字泊 番３地先まで
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ケ 札幌土木現業所長沼出張所の指定する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品に関し、仕様書等に記載の要件等を満たしていることを証明した者であるこ
と。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成 年８月 日から 月９日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区南 条西 丁目２番１号

北海道札幌土木現業所企画総務部総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道札幌土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南 条西 丁目２番１号 北海道札幌土木現業

所３階第１会議室（送付による場合は、郵便番号
北海道札幌土木現業所企画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年 月 日 午後１時 分（送付による場合は、平成
年 月 日必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見

合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のオ及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道札幌土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南 条西 丁目２番１号

電話番号

．
．

．
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．

．

北海道釧路支庁告示第４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年８月 日

北海道釧路支庁長 伊 藤 芳 和
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
除雪トラック（ 級、６×６、 ・ ・１ 付 ２台、 級、６×６、 ・ １

台） ３台
（除雪トラック（ 級、６×６、 ・ ・１ 付）２台及び除雪ドーザ（車、 級、
汎用カプラ付）１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成 年７月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 三菱ふそうトラック・バス株式会社
住 所 札幌市白石区中央２条１丁目１番 号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年６月 日付け北海道釧路支庁告示第３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道釧路土木現業所企画総務部総務課
所在地 釧路市双葉町６番 号

道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第 号

公職選挙法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定に基づき、平成 年４月８日執
行の北海道知事選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第 条第１項の規
定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を別冊のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成 年８月 日

北海道選挙管理委員会委員長 土 屋 良 三

北海道選挙管理委員会告示第 号

公職選挙法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定に基づき、平成 年４月８日執
行の北海道議会議員選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第 条第１項
の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を別冊のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成 年８月 日

北海道選挙管理委員会委員長 土 屋 良 三

道 人 事 委 員 会 規 則

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を

次のように改正する。
第 条第１項中「小児総合保健センター」を「子ども総合医療・療育センター」に改める。
第 条第１項の表中「（条例第 条の２第１項第１号に規定する業務に係るものに限
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る。）」を削る。
第 条第１項中「第 条から第 条の２まで」を「第 条、第 条の２」に改める。
附 則

この規則は、平成 年９月１日から施行する。

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
給料の調整額に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正する。
別表第１小児総合保健センターの項を次のように改める。

附 則

この規則は、平成 年９月１日から施行する。

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則
給料表の適用範囲に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改

正する。

子ども総合医療・療育
センター

診療放射線技術者 ３

危険な病原体に汚染された検体を直
接取り扱うことを常例とする病理細菌
技術者
児童指導員及び保育士
肢体不自由児の心理及び職能の判定
業務に直接従事することを本務とする
判定員
理学療法士、作業療法士、理療訓練
員、視能訓練士及び言語聴覚士

２

看護師長、副看護師長、助産師、看
護師及び准看護師
訓練課長
企画主幹

１

子ども総合医療・
療育センター

センター長
事務長

１種（人事委員会が別に定め
る場合にあっては、３種）

企画総務課長
小児医療監
療育監

２種

部長 ３種（人事委員会が別に定め
る場合にあっては、２種）

主幹
相談支援課長
副看護部長

４種

「

」

を
事務長 ３種（人事委員会が別に定め

る場合にあっては、２種）

副院長 ３種

「

」
に改める。事務長

副院長
３種

第６条中「、診療所、小児総合保健センター」を「、子ども総合医療・療育センター、診
療所」に改める。

附 則
この規則は、平成 年９月１日から施行する。

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正する。
別表第１アの表 ヶ丘病院附属音更リハビリテーションセンターの部の次に次のように加
える。

別表第１アの表小児総合保健センターの部を削り、同表肢体不自由児総合療育センターの
部中

附 則

この規則は、平成 年９月１日から施行する。
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初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次

のように改正する。
別表第１ケの表中

に改める。
附 則

この規則は、平成 年９月１日から施行する。

道 公 安 委 員 会 規 則

道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第 号

道路交通法施行細則の一部を改正する規則
道路交通法施行細則（昭和 年北海道公安委員会規則第 号）の一部を次のように改正す

る。
目次中「第 の２」を「第 条の２」に改める。
第３条の２を次のように改める。
（交通規制の対 から除く車両）
第３条の２ 法第４条第２項の規定により交通規制の対 から除く車両は、道路標識等によ
り表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

道路標識等による規制の対 から除く車両
ア 警衛要則（昭和 年国 公安委員会規則第１号）による自動車お列内の自動車
イ 警護要則（平成６年国 公安委員会規則第 号）による自動車警護列内の自動車
最高速度の規制の対 から除く車両

ア 緊急自動車
イ 専ら交通の取締りに従事する自動車（最高速度の規制が令第 条に定める速度以下
の場合に限る。）
車両の通行禁止の規制（道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 年総理

府・建設省令第３号）別表第１規制標識の表に規定するものをいう。）のうち、「車両
通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型乗用自動車通行止め」、
「大型貨物自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「車両
（組合せ）通行止め」、「自転車及び歩行者専用」及び「歩行者専用」の対 から除く
車両
ア 急病人の救護、防災等緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
イ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他の警察
活動のため使用中の車両並びに当該活動のため使用中の車両に誘導されている車両
ウ 公職選挙法（昭和 年法律第 号）に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車
（第５号において「選挙運動用自動車等」という。）で、当該目的のため使用中のも
の。ただし、別表２に掲げる道路の区間を除く。
エ 道路運送車両法（昭和 年法律第 号）に基づき、塵芥車又は糞尿車の登録を受
けたもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定す
る一般廃棄物の収集のため使用中の車両
オ 道路維持作業用自動車で、当該用務のため使用中の車両
カ 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した通行禁止除外指定車（別記様式第１号）
の標章を掲出しているもの

専ら郵便法（昭和 年法律第 号）に規定する通常郵便物の集配又は電気通信
事業法（昭和 年法律第 号）に規定する電報の配達のため使用中の車両
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が行う一般廃棄物（市町村
長から委託を受けて行うものを含む。）の収集のため使用中の車両（エの車両を除
く。）
道路若しくは道路の附属物、信号機、道路標識等の建設又は維持管理のため使用
中の車両（オの車両を除く。）
停車及び駐車禁止の規制並びに駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対 から除く

車両
ア 前号アの車両

「

」

６ 級 病院の相当困難な業務を処理する総看護師長の職務

７ 級 別に定める

「

」

６ 級 １ 病院の相当困難な業務を処理する総看護師長の職務
２ 子ども総合医療・療育センターの看護部長の職務

７ 級 子ども総合医療・療育センターの困難な業務を処理する看護部長の職務

を
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イ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り並びに警備活動のため使
用中の車両並びに当該活動のため現に停止を求められている車両
ウ 緊急自動車で当該緊急用務のため使用中のもの
駐車禁止（法第 条第１項各号を除く。）及び時間制限駐車区間の規制の対 から除

く車両は、次に掲げるとおりとする。ただし、時間制限駐車区間においては、駐車につ
き道路標識等により指定されている道路の部分及び方法によること。
ア 選挙運動用自動車等で、当該目的のため使用中のもの
イ 第３号エの車両
ウ 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車
（別記様式第２号）の標章を掲出しているもの

道路若しくは道路の附属物、信号機、パーキング・チケット発給設備、道路標識
等の建設又は維持管理のため使用中の車両
電気、ガス、水道、電気通信及び鉄道の故障等による緊急修復のため使用中の車
両
医師法（昭和 年法律第 号）に基づき医業を行う医師による緊急往診のため

使用中の車両
報道機関の緊急取材のため使用中の車両
法第 条の４に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
第３号カ の車両
第３号カ の車両
裁判所法（昭和 年法律第 号）に規定する執行官が民事執行法（昭和 年法律

第４号）に基づく強制執行等を迅速に行うため使用中の車両
狂犬病予防法（昭和 年法律第 号）に基づき、北海道知事が指定した捕獲人

等が行う犬の捕獲のため使用中の車両
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
（平成 年法律第 号）に基づき、社会復帰調整官が行う緊急用務のため使用中
の車両

サ 道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車の登録を受け、現に歩行
が困難な者の輸送のため使用中の車両

エ 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付した駐車禁止・時間制限駐
車区間除外指定車（別記様式第２号の２）の標章又は他の都府県公安委員会が交付す
る同種の標章のうち、次に掲げるもののいずれかに該当する標章を掲出しているもの

身体障害者福祉法（昭和 年法律第 号）に基づく身体障害者手帳の交付を受
けている者であって、別表３の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中
欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則（昭和 年厚生省令第 号）別表第５号に定

める障害の級別に該当する障害を有するもの
戦傷病者特別援護法（昭和 年法律第 号）に基づく戦傷病者手帳の交付を受

けている者であって、別表３の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右
欄に掲げる恩給法（大正 年法律第 号）別表第１号表の２に定める重度障害の程
度に該当する障害を有するもの
療育手帳制度について（昭和 年９月 日厚生省発児第 号）に基づく療育手

帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について（昭和 年９月 日
児発第 号厚生省児童 庭局長通知）第３・１ に定める重度の障害を有するも
の
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 年法律第 号）に基づく精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令（昭和 年政令第 号）第６条第３項に定める１級の障害の
程度を有するもの
小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について（平成６年 月１日児発
号）に基づく小児慢性特定疾患児手帳（色素性乾皮症患者に限る。）の交付を受け
ている者（日の出から日没までの時間に車両を使用する場合に限る。）

２ 前項第３号カ並びに第５号ウ及びエの標章の交付を受けようとする者は、前項第３号カ
及び第５号ウの標章にあっては通行・駐車禁止等除外指定車標章交付申請書（別記様式第
３号）により、前項第５号エの標章にあっては駐車禁止等除外指定車標章交付申請書（別
記様式第３号の２）により公安委員会に申請しなければならない。
３ 前項の通行・駐車禁止等除外指定車標章交付申請書及び駐車禁止等除外指定車標章交付
申請書（第７項及び第８項において「標章交付申請書」という。）には、次の各号に掲げ
る標章の種別に応じ、当該各号に定める書面又はその写しを添付しなければならない。

第１項第３号カ又は第５号ウの標章
ア 当該車両に係る道路運送車両法第 条第１項に規定する自動車検査証（以下「自動
車検査証」という。）又は道路運送車両法施行規則（昭和 年運輸省令第 号）第
条の２第３項に規定する軽自動車届出済証（以下「軽自動車届出済証」という。）の
写し
イ 当該用務に使用する車両であることを疎明する書面
ウ 当該車両に係る用務を疎明する書面
第１項第５号エの標章
ア 交付を受けようとする者が、第５号エに掲げるもののいずれかに該当することを疎
明する書面
イ 住民票の写し。ただし、外国人登録法（昭和 年法律第 号）の適用を受ける者
にあっては登録証明書の写し
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４ 公安委員会は、第２項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る車両
（第１項第５号エの標章を受けようとする者にあっては、当該標章の交付を受けようとす
る者）が第１項第３号カ又は第５号ウ若しくはエのいずれかに該当すると認めるときは、
その有効期限を定めて標章を交付するものとする。

５ 第１項第３号カ又は第５号ウ若しくはエに掲げる車両に係る標章（以下この条において
「標章」という。）は、当該車両の前面ガラスの見やすい箇所（前面ガラスがない構造の
車両にあっては外部から見やすい位置）に掲出しなければならない。この場合において、
第５号ウ又はエに掲げる車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態
で駐車するときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲出しなけ
ればならない。

６ 標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
現場において警察官の指示があった場合は、これに従うこと。
標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外の目的に使用しないこと。
標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。ただし、当該交付を受けた者が、他人の
介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。

７ 標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若
しくは破損したときは、再交付の理由を明らかにし、標章交付申請書により、公安委員会
に標章の再交付申請をすることができる。

８ 標章の交付を受けた者は、当該標章の記載内容に変更が生じたときは、速やかに標章交
付申請書に必要事項を記載し、変更を疎明する資料を添付して公安委員会に申請しなけれ
ばならない。

９ 公安委員会は、標章の交付を受けた者が第６項各号のいずれかに違反したと認めたとき
は、当該標章の返納を命ずることができる。
標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該標章
（第３号の場合にあっては、亡失した標章）を公安委員会に返納しなければならない。

標章の有効期限が経過したとき。
標章の交付を受けた理由がなくなったとき。
標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

第６条第２項中「歩行者用道路又は通行禁止道路の通行許可車（別記様式第６号）の標
章」を「通行禁止道路通行許可車証（施行規則別記様式第１の３。以下「通行許可証」とい
う。）」に改める。
第６条第３項を次のように改める。

３ 第３条の２第５項前段、第６項（第３号ただし書きを除く。）及び第 項（第２号に限
る。）の規定は、前項に規定する通行許可証の交付を受けた車両の運転者について準用す

る。この場合において、第３条の２第５項前段中「第１項第３号カ又は第５号ウ若しくは
エに掲げる車両に係る標章（以下この条において「標章」という。）」とあり、並びに同
条第６項及び第 項中「標章」とあるのは「通行許可証」と読み替えるものとする。
第７条を次のように改める。
（警察署長の駐車許可）
第７条 法第 条第１項の規定による警察署長の駐車許可は、次の各号のいずれにも該当す
る場合に、許可するものとする。

当該申請に係る日時が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 駐車（許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。イにおいて同
じ。）により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
イ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこ
と。
当該申請に係る場所が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 駐車禁止の規制のみが実施されている場所（無余地となる場所及び放置駐車となる
場合にあっては法第 条第１項各号に掲げる場所を除く。）であること。

イ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成するこ
とが著しく困難と認められる用務であること。
イ ５分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが
およそ不可能と認められる用務であること。
ウ 法第 条第１項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁
止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認
められること。
ア 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、
当該用務先の直近
イ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね メートル以内

２ 法第 条の２第５項の規定による警察署長の駐車許可は、次の各号のいずれにも該当す
る場合に、許可するものとする。

当該申請に係る日時が、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて
駐車するものでないこと。
当該申請に係る場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所
でないこと。
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イ 方法については、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を
著しく阻害することとならないこと。
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成するこ
とが著しく困難と認められる用務であること。
イ 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他
駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 法第 条第１項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁
止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認
められること。
ア 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、
当該用務先の直近
イ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね メートル以内

３ 前２項の駐車許可を受けようとする者は、駐車許可申請書（別記様式第７号）を駐車し
ようとする場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

４ 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
当該用務に係る車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
当該申請に係る場所及びその周辺の見取図（建物又は施設の名称等が判別できるもの
で、当該申請に係る場所に印を付したもの）
当該申請に係る用務を疎明する書面
当該車両の運転者の自動車運転免許証

５ 警察署長は、第１項又は第２項の規定による許可をする場合において、必要があると認
めるときは、当該許可の道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため
必要な条件を付すことができる。

６ 警察署長は、第１項又は第２項の規定による許可をした場合は、駐車許可証（別記様式
第８号）を交付するものとする。

７ 第３条の２第５項、第６項及び第 項（第２号に限る。）の規定は、前項に規定する駐
車許可証の交付を受けた車両の運転者について準用する。この場合において、第３条の２
第５項中「第１項第３号カ又は第５号ウ若しくはエに掲げる車両に係る標章（以下この条
において「標章」という。）」とあり、及び「標章」とあり、並びに同条第６項及び第
項中「標章」とあるのは「駐車許可証」と、同条第５項中「第５号ウ又はエに掲げる車両
の」とあるのは「第７条第６項の規定により駐車許可証の交付を受けた」と読み替えるも
のとする。
第８条第１項中「道路運送車両法（昭和 年法律第 号）第 条に規定する」を削る。

第 条の２中「別表３」を「別表４」に改める。
第 条第３号コ中「（昭和 年法律第 号）」を削り、「日本電信電話株式会社若しく

は国際電話株式会社が取扱う」を「電気通信事業法に規定する」に改める。
第 条第３項第１号中「（昭和 年法律第 号）」を削る。
別表３を別表４とし、別表２の次に次の１表を加える。
別表３（第３条の２関係）

障 害 の 区 分 障 害 の 級 別 重 度 障 害 の 程 度

視 覚 障 害 １級から３級までの各級及び４
級の１

特別項症から第４項症までの各
項症

聴 覚 障 害 ２級及び３級 特別項症から第４項症までの各
項症

平 衡 機 能 障 害 ３級 特別項症から第４項症までの各
項症

上 肢 不 自 由 １級、２級の１及び２級の２ 特別項症から第３項症までの各
項症

下 肢 不 自 由 １級から３級の１までの各級 特別項症から第３項症までの各
項症

体 幹 不 自 由 １級から３級までの各級 特別項症から第３項症までの各
項症

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上 肢 機 能 １級及び２級（１上肢のみに運
動機能障害がある場合を除く。） ――

移 動 機 能 １級から２級までの各級 ――

心 臓 機 能 障 害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各
項症

じ ん 臓 機 能 障 害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各
項症

呼 吸 機 能 障 害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各
項症

ぼうこう又は直腸の機能
障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各

項症

小 腸 機 能 障 害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各
項症

ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能障害 １級から３級までの各級 ――
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別記様式第１号、別記様式第２号及び別記様式第２号の２を次のように改める。
別記様式第１号（第３条の２関係）

（表）

（裏）
注意事項
１ この標章は、公安委員会による通行禁止道路を通行するときは、車両の前面ガ
ラスの見やすい箇所（前面ガラスがない構造の車両にあっては、外部から見やす
い位置）に掲出してください。
※ 次の場合には使用できません

一方通行の逆行
特定禁止区間（署長規制区間）の通行

２ この標章は、交付を受けた理由以外には使用できません。
３ 通行禁止道路を通行する場合は、特に歩行者に注意して徐行してください。
４ 現場警察官の指示があったときは、その指示に従ってください。
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられる場合があります。
６ 次の場合は、速やかに標章を返納してください。

有効期限が経過したとき。
使用する必要がなくなったとき。
再交付を受けた後に亡失した標章を発見したとき（亡失した標章を返納）。
公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

注１ 用紙の地の色彩は白色、環状の記号は網点で印刷し色彩は黒色、その他の文字の色彩は黒色とする。
２ 用紙の大きさは、縦 ミリメートル、横 ミリメートルとする。

「 用務」
番 号 第 号
発 行 日 年 月 日

通 行 禁 止 除 外 指 定 車

車 両 番 号 号

使 用 者

有 効 期 限 年 月 日 まで

公 安 委 員 会 印

別記様式第２号（第３条の２関係）
（表）

注意事項
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている場所又は時間制限駐
車区間以外の場所では使用できません。
※ 次のような場所では駐車できません。

駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第 条及び同法第 条の８）
法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第 条第１項各号及び第２項）
駐車方法に従わない駐車（道路交通法第 条）
車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第 条第１項）
長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第 条第２項）

２ この標章は交付目的の用務に使用中の場合以外は使用できません。
３ 車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するとき
は、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面とともに、車両の前面ガラスの見や
すい箇所（前面ガラスがない構造の車両にあっては、外部から見やすい位置）に掲
出してください。
４ 現場において警察官の指示があったときは、その指示に従ってください。
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられる場合があります。
６ 次の場合は速やかに標章を返納してください。

有効期限が経過したとき。
使用する必要がなくなったとき。
再交付を受けた後に亡失した標章を発見したとき（亡失した標章を返納）。
公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

駐 車 禁 止
除 外 指 定 車

時間制限駐車区間

番 号 第 号
発 行 日 年 月 日

使用中

車 両 番 号 号

使 用 者

連絡先／用務先 別 紙 の と お り
有 効 期 限 年 月 日まで

公 安 委 員 会 印

（裏）

注１ 用紙の地の色彩は白色、環状の記号は網点で印刷し色彩は黒色、その他の文字の色彩は黒色とする。
２ 用紙の大きさは、縦 ミリメートル、横 ミリメートルとする。
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別記様式第２号の２（第３条の２関係）
（表）

別記様式第２号の３及び別記様式第２号の４を削る。
別記様式第３号を次のように改める。
別記様式第３号（第３条の２関係）
□ 新規（期限切れ） □ 再交付 □ 更新 □ 記載事項変更（代替・ ）

注意事項
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている場所又は時間制限駐
車区間以外の場所では使用できません。
※ 次のような場所では駐車できません。

駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第 条及び同法第 条の８）
法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第 条第１項各号及び第２項）
駐車方法に従わない駐車（道路交通法第 条）
車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第 条第１項）
長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第 条第２項）

２ この標章は交付目的の用務に使用中の場合以外は使用できません。
３ 車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するとき
は、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面とともに、車両の前面ガラスの見や
すい箇所（前面ガラスがない構造の車両にあっては、外部から見やすい位置）に掲
出してください。
４ 現場において警察官等の指示があったときは、その指示に従ってください。
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられる場合があります。
６ 次の場合は速やかに標章を返納してください。

有効期限が経過したとき。
使用する必要がなくなったとき。
再交付を受けた後に亡失した標章を発見したとき（亡失した標章を返納）。
公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

被交付者
住 所 氏 名

駐 車 禁 止
除 外 指 定 車

時間制限駐車区間

番 号 第 号
発 行 日 年 月 日

歩 行 困 難 者 使 用 中

この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両に限る

運転者の連絡先／用務先 別 紙 の と お り

有 効 期 限 年 月 日まで

公 安 委 員 会 印

（裏）

注１ 用紙の地の色彩は白色とし、文字の色彩は黒色とする。ただし、特に必要がある場合には、記
載内容の視認性を損なわない範囲で白色以外の地色又は地紋入りの用紙を用いることができる。

２ 用紙の大きさは、縦 ミリメートル、横 ミリメートルとする。

通行・駐車禁止等除外指定車標章交付申請書

年 月 日
公 安 委 員 会 殿

申 請 者 住所
氏名
電話

交付を受けようと
す る 標 章 の 種 別
及 び 申 請 の 理 由

（交付を受けようと
する標章の種別欄に
は、該当する箇所の
□にレ印を付けるこ
と。）

１ 通行禁止除外指定車
□ 通常郵便物、電報の集配等
□ 一般廃棄物の収集
□ 道路（附属物）、信号機、道路標識等の建設又は維持管理
２ 駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車
□ 通常郵便物、電報の集配等
□ 一般廃棄物の収集
□ 道路（附属物）、信号機、パーキング・チケット発給設備、
道路標識等の建設又は維持管理

□ 電気、ガス、水道、電気通信及び鉄道の故障等による緊
急修復

□ 医師による緊急往診
□ 報道機関の緊急取材
□ 放置車両の確認及び標章の取付け
□ 裁判所（執行官）の強制執行等
□ 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲
□ 保護観察所（社会復帰調整官）による緊急用務
□ 患者輸送車、車いす移動車

標 章 の 使 用 者
（主たる営業所）

住 所
氏 名

車 両 番 号

備考 本 部 受 付 警 察 署 受 付

標 現在旧標章番号
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別記様式第３号の次に次の１様式を加える。
別記様式第３号の２（第３条の２関係）
□ 新規（期限切れ） □ 再交付 □ 更新 □ 記載事項変更（ ）

別記様式第６号を次のように改める。
別記様式第６号 削除
別記様式第７号及び別記様式第８号を次のように改める。
別記様式第７号（第７条関係）

章

番

号

有 効 期 限 年 月 日

※新標章番号

※交付年月日 年 月 日 受理者

注１ 申請者は、署名した場合は、押印を省略することができる。
２ 申請者が法人であるときは、住所、氏名欄は、所在地、名称及び代表者名を記入
すること。
３ 規格は、 列４番縦長とする。

（歩行困難者用）
駐車禁止等除外指定車標章交付申請書

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

申 請 者 住所
氏名
電話

標

章

の

使

用

者
（
歩
行
困
難
者
）

住 所

氏 名

生 年 月 日 年 月 日 運転免許の有無 有 ・ 無

電 話
（自宅） （携帯）
（勤務先／名称）

申 請 理 由
□ 身体障害者手帳 □ 療育手帳 □ 精神障害者保健福祉手帳
□ 戦傷病者手帳 □ 小児慢性特定疾患児手帳（色素性乾皮症）

手帳の内容及び
等級
（該当する障害
の区分を表す略
語を○で囲むこ
と。）

手 帳 番 号 第 号

視覚 聴覚 平衡機能 上肢 下肢
体幹 脳原性運動機能（ 上肢 ・ 移動 ）
心臓 腎臓 呼吸器 膀胱又は直腸
小腸 免疫 療育（ ） 精神（１級）

等 級

級

備考 本 部 受 付 警 察 署 受 付

標

章

番

号

現在旧標章番号

有 効 期 限 年 月 日

※新標章番号

※交付年月日 年 月 日 受理者

注１ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
２ 申請者が法人であるときは、住所、氏名欄は、所在地、名称及び代表者名を記入
すること。
３ 規格は、 列４番縦長とする。

駐 車 許 可 申 請 書
第 号
年 月 日

申 請 者
住 所
氏 名

車 両 番 号

駐車許可の日時

駐車許可の場所

駐車が必要な理由

駐車場所周辺の見
取り図

当該申請に係る場所及びその周辺の見取図（建物又は施設の名
称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したも
の）は、別紙のとおりである。

上記申請については、次のいずれにも該当（ただし、４についてはそのいずれかに
該当）することから申請いたします。
１ 申請に係る日時
○ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではない。
○ 目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではない。

２ 申請に係る場所
駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所、方法ではない。
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注意事項
１ 許可の使用目的以外には、許可証を使用できません。
２ 許可証を使用し駐車する場合には、車両の前面ガラスの見やすい箇所（前面ガ
ラスがない構造の車両にあっては、外部から見やすい位置）に掲出してください。
３ 車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車すると
きは、連絡先又は用務先を記載した書面とともに、車両の前面ガラスの見やすい
箇所（前面ガラスがない構造の車両にあっては、外部から見やすい位置）に掲出
してください。
４ 現場において警察官の指示があったときは、その指示に従ってください。
５ 許可証は、有効期限が経過したとき、又は許可を受けた理由がなくなったとき
は、速やかに返納してください。
６ 駐車は、できる限り短時間で終わるように努め、駐車目的を達成した後は速や
かに移動してください。

注 規格は、 列４番縦長とする
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年９月 日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際現に改正前の道路交通法施行細則（以下「旧細則」という。）第３
条の２第１項第３号エ及び第５号カからケまでの規定により交付を受けた標章の効力は、
当該標章の有効期限が満了するまでの間は、なお従前の例による。
３ 前項に規定する標章のうち旧細則第３条の２第１項第５号キに規定する標章を受けてい
る者で、この規則による改正後の道路交通法施行細則（以下「新細則」という。）第３条
の２第１項第５号エ の規定に該当しないこととなるものについては、新細則に規定する
申請により、新細則の施行の日から起算して３年を経過する日までの間に限り新細則第３
条の２第１項第５号エ の規定に該当するものとみなして標章を交付する。

正 誤

○平成 年 月 日（第 号）
北海道告示第 号（海岸保全区域の指定の一部改正）中に次のとおり誤りがあったので

訂正する。
ページ 欄 行

左 から まで
誤 北海道留萌土木現業所並びに小平町役場に
正 北海道留萌土木現業所に

駐車禁止規制のみが行われている場所の場合
無余地となる場所及び放置駐車となる場所にあっては道路交通法第 条第１

項各号に掲げる場所ではない。
時間制限駐車区間の場合
時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所ではない。

３ 駐車に係る用務
○ 公共交通機関等による移動では目的が達成できない。
○ ５分を超えない貨物の積卸し（時間制限駐車区間においては、道路標識等に
より表示された時間以内での駐車）その他駐車違反とならない方法によること
がおよそ不可能である。
○ 道路使用（道路交通法第 条第１項各号）を伴う用務ではない。

４ 駐車可能な場所（該当する箇所の□にレ印を付けること。）
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の
部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能である。
□ 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある場合は、当
該用務先の直近
□ その他の車両にあっては、用務先から概ね メートル以内
□ これらの利用がおよそ不可能な理由（ ）

備 考

注 規格は、 列４番縦長とする。

別記様式第８号（第７条関係）

駐 車 許 可 証
第 号

申 請 者
住 所
氏 名

車 両 番 号

駐車許可の日時

駐車許可の場所

駐車が必要な理由

許 可 の 条 件

年 月 日
警 察 署 長 印
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